
相続財産管理人（３０年度申立）

相続財産管理人（３０年度申立）

資料１　ア　財産管理人制度の活用



資料２　イ　略式代執行の実施

- １ -

平成３０年４月撮影

平成３１年２月撮影



- ２ -



- ３ -



- ４ -



- ５ -



除却補助金利用例（３０年度） 資料３　条件不利空家等に対する除却費用補助

- １ -



 所 在：川口１丁目

○建物概要

構造・規模  木造２階建て及び平屋

 敷 地 面 積  約５０２㎡（約１５２坪）

 建 築 年  大正１３年

- ２ -



資料４　緊急措置事例

- １ -



- ２ -



資料５　条例に基づく指導により所有者が解体した事例

- １ -



- ２ -
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５．空家等対策の具体的な取り組み 

「３．２．本市における空家等の発生要因」を踏まえ、「４．本市の空家等対策の基本方針」に

基づき、「５.１．所有者等による空家等の解決行動の動機づけ」、「５.２．所有者不明の空家等の

解消」、「５.３．条件不利空家等の除却および跡地利活用の促進」、「５.４．空家等へのその他の

対応」を取り組みの柱とし、所有者等や空家等の状況に応じた具体的な対策を講じていきます。

５.１． 

所有者等による 

空家等の解決行動 

の動機づけ

（１）所有者等の問題

意識の醸成

ア 市把握済空家等の所有者等に対する啓発

イ 空家等の予防となる制度の情報提供

（２）空家等利活用

の促進

ア 空家等の多様な利活用を促進する制度の紹介

イ 「川口市空家利活用補助金」による利活用促進

ウ 新たな住宅セーフティネットを利用した空家等

の利活用促進

（３）固定資産税等の住宅用地特例解除に向けた調査の実施

（４）空家等の除却の支援

（５）管理が困難な所有者等の支援

（６）権利関係が複雑化した空家等の所有者等の支援

（７）専門的な相談体制の強化

５.２． 

所有者不明の 

空家等の解消

（１）所有者不明の空家等の判断

（２）所有者不明の空家等の経過観察

（３）所有者不明の

空家等への措置

ア 財産管理人制度の活用

イ 略式代執行の実施

（４）財産管理人制度等の活用実績の蓄積・周知

５.３． 

条件不利空家等の 

除却および跡地 

利活用の促進 

（１）条件不利空家等に対する除却費用補助

（２）跡地等を最適に利活用するための地域需要の情報収集

５.４． 

空家等への 

その他の対応 

（１）空家等の発生抑制

（２）公売による空家等の解消

（３）空家等への新たな対応策の情報収集

（４）空家等の情報管理

および実態把握

ア 空家等情報の収集･管理

イ 既存の調査結果の更新

ウ 本計画の見直し等に合わせた実態調査の実施

エ 空家等情報の庁内共有

資料６　計画抜粋
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５.１．所有者等による空家等の解決行動の動機づけ 

空家等となっている要因は、所有者等によって様々であるため、市は解決行動の動機となる

よう多面的な施策を講じることで、個々の所有者等に合った解決行動を促します。

（１）所有者等の問題意識の醸成 

空家等は個人の財産であり、所有者等が適切に維持管理すべきものです。しかし、管理を怠

り、放置することで、屋根の一部が脱落するなどの物理的な危険を生じ、また不衛生、不良な

景観、樹木越境等の良好な生活環境への阻害等を生じ、近隣や地域全体に悪影響を与えること

となります。

空家等問題の解決のためには、所有者等がこうした問題を十分に認識し、適切な維持管理の

重要性を十分理解する必要があります。市は、空家等の所有者等の問題意識を高め、自ら空家

等の解消に取り組むよう促していきます。

また、空家等自体の発生を抑制するためには、適切な維持管理のみではなく、住まなくなる

予定のある持ち家について、所有者等が将来的な見通しを定めることも必要です。そのため、

空家等の所有者等以外にも、広く空家等の問題を認識してもらい、将来の心構えや知識を持っ

てもらうことも重要な対策であることから、市は、空家等の所有者等以外にも空家等の発生を

抑制する制度の必要性および重要性について広く啓発に取り組みます。

特に本市では、単身高齢者世帯に子がいない割合が高い傾向にあり、こうした所有者等が自

宅の将来的な見通しを定めないままであると、自宅が空家等となり放置されてしまう可能性が

高くなります。そのため、こうした世帯に対して自宅を空家等としないための予防行動を促す

ことは、近い将来の空家等発生を大きく抑制するものと考えられます。そこで市は、高齢者世

帯の問題意識の醸成を図るための体制の構築を検討するとともに、一人ひとりの状況に合った

適切な助言を得られる環境の形成に取り組んでいきます。

ア 市把握済空家等の所有者等に対する啓発 

市把握済空家等の所有者等に対し、問題化した空家等の解消に向け自ら取り組むよう、空家

等の適切な管理をお願いする文書、法に関する啓発リーフレット、および空家等に関する相談

窓口や支援制度を紹介するチラシ等を発送します。
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イ 空家等の予防となる制度の情報提供 

空家等問題の発生を抑制するためには、市民等に対して幅広く空家等に対する問題意識の醸

成を図るとともに、信託や遺言による相続対策等の予防策を周知する必要があります。そのた

め、市は、市広報紙やホームページへの情報掲載や、固定資産税納税通知書に合わせた広告・

案内の送付など様々な機会を活用し、空家等に関する問題、相談窓口、各種支援制度、適切な

管理および利活用の方法、適切な相続登記の実施、信託等による相続問題対策等についての情

報提供に取り組むことで、空家等の発生抑制に努めます。

また、本市では、単身高齢者世帯に子がいない割合が高い傾向にあることから、このような

子がいない世帯を含む高齢者世帯の空家等に対する問題意識の醸成を図り、自宅の将来的な見

通しを定め、空家等とならない予防行動を促すことが、近い将来の空家等発生に大きく影響す

るものと考えられます。そのため市は、高齢者やその親族と接する機会が多く様々な相談を受

けることがある団体等と連携するなど、幅広く啓発を行う手段について検討を行います。

図 法に関する啓発リーフレット 
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（２）空家等利活用の促進 

空家等は個人の財産であるため、所有者等の意思で売買または賃貸等を行い、市場における価

値を創造していくものです。本市における不動産市場は活力を維持しており、民業圧迫を避ける

ためにも、市場原理に基づいた民間の創意工夫による利活用を尊重することを原則とします。

一方で、一部の空家等は、従前と同様の使い方では、延床面積や築年数等の要因から利活用

が進まない懸念があります。しかし、従前とは違った使い方をすれば、貴重な不動産ストック

として利活用できる可能性が生まれ、市内の空家等の解消を促進することに繋がります。

そのため、市は、潜在的な不動産需要とマッチングを図るため、利活用を促進する制度等を

幅広く周知するとともに、利活用方法の多様化に努めます。

ア 空家等の多様な利活用を促進する制度の紹介 

空家等の増加は全国的な傾向であり、空家等の増加を抑制し、多様な利活用を促進するため

の制度が創設されています。市は市内の空家等の利活用を促進するため、一般社団法人移住・

住みかえ支援機構（ＪＴＩ）の「マイホーム借上げ制度」※1 や、「ＤＩＹ型賃貸借」※2 等の多

様な利活用を促進する制度について、幅広く周知していきます。

※1：マイホーム借上げ制度とは、50 歳以上の方が所有する住宅を対象に、ライフステージの変化により世帯人数が減少

して広すぎたり、移住・住みかえのために使われなくなった住宅を、借りたい人にＪＴＩが転貸する制度。ＪＴＩ

が所有者と賃借人の間に入り、サブリースとも呼ばれる転貸借の仕組みであるため、住宅の所有者は自宅を売却す

ることなく、空室時も賃料保証が受けられる等が特徴。

※2：ＤＩＹ型賃貸借とは、賃貸住宅において、借主（入居者）の意向を反映した改修を行うことができる賃貸借契約を

指す。国土交通省が契約書式例とともに「ＤＩＹ型賃貸借のすすめ」を示して個人所有の住宅の賃貸住宅としての

流通促進を図っている。

図 「マイホーム借上げ制度」のしくみ 

資料：一般社団法人移住・住みかえ支援機構リーフレットより引用
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イ 「川口市空家利活用補助金」による利活用促進 

本市の不動産市場は健全であるため、立地・費用対効果に優れた物件であれば、利活用した

いという需要が一定程度存在すると考えられます。そういった需要の中に、ＮＰＯ団体等によ

る利活用も含まれます。

そのため市では、市民の生活・文化等を豊かにする目的を持って活動するＮＰＯ団体等に対

して、まちづくり活動拠点や地域コミュニティの活性化等に資する目的での空家等の利活用を

支援するため、「川口市空家利活用補助金」を設置し、ＮＰＯ団体等が行う空家等の利活用の

ための工事費用の一部の補助を行っています。

図 「平成 29年度 川口市空家利活用補助金のご案内」のパンフレット 
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ウ 新たな住宅セーフティネットを利用した空家等の利活用促進 

平成 29 年 9 月 8 日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一

部を改正する法律」が公布され、住宅確保要配慮者※に対する賃貸住宅のあっせんの円滑化が

期待されます。賃貸住宅の供給の拡大は、利活用を希望する空家等の所有者等にとっても機会

の拡大となり、住宅確保要配慮者にとっても良質な空家等が入居の選択肢に入ることは生活環

境の向上に資するものとなります。

市では、空家等の利活用機会の拡大となる「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」等の

制度について幅広く周知に努め、空家等の利活用の促進を図っていきます。

※：住宅確保要配慮者とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」第

２条第１項各号で、高齢者、障害者、子どもを養育している者等と定義されている。またこの制度では、賃貸住宅の

登録制度による円滑な斡旋のほか、住宅確保要配慮者の入居のための住宅改修費用等の支援が受けられる。

（３）固定資産税等の住宅用地特例解除に向けた調査の実施 

固定資産税等の住宅用地特例の適用を受けることが、空家等を特に利活用しないまま所有し

続ける目的のひとつとなっています。この特例が解除されることにより、空家等の除却や売却

を促すことができると考えられます。 

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（平成 27年 2 月

26 日総務省・国土交通省告示第 1 号）では、法に基づく勧告の有無にかかわらず、「人の居住

の用に供すると認められない家屋の敷地に対しては、そもそも固定資産税等の住宅用地特例は

適用されないことに留意が必要である。」とされており、「『地方税法第三百四十九条の三の二の

規定における住宅用地の認定について』等の一部改正について」（総税固第 42 号 平成 27年 5

月 26 日）においても、「構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊

しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の

居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しない」ことが確認さ

れ、そのような状態となっている空家等については住宅用地特例の適用が受けられないものと

されています。 

これらに基づき、住宅用地特例が空家等を放置する動機とならないよう、空家等が特例を解

除すべきものであるかどうか、空家等の状況調査を進めていきます。 
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（４）空家等の除却の支援 

倒壊等の危険性のある空家等であっても、それらは個人の財産であり、所有者等が責任を持

って対応しなければなりません。しかし、所有者等が置かれた状況は様々であり、空家等を除

却するにあたって、一括して除却費用等を支払うことが困難な所有者等もいます。一方、空家

等の除却費用等について融資を実施している金融機関があり、その融資を用いることで、負担

を分散させることができます。市では、金融機関と連携し、市の窓口においてリーフレットの

配布を行う等、空家等所有者等に空家等除却費用等に関する情報提供を行います。

図 空家等の解体・活用の融資に関するリーフレット 
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（５）管理が困難な所有者等の支援 

空家等は所有者等が適切に維持管理すべきものであり、建物や樹木等の管理の責任も所有者

等にあります。しかし、遠方に居住している、高齢であるといった理由により、空家等を管理

する意思があっても管理が困難な場合があります。そのため、こうした所有者等から相談があ

った際に、管理代行業者について紹介をします。

図 樹木等の管理代行に関するリーフレット

（６）権利関係が複雑化した空家等の所有者等の支援 

空家等の中には、相続が繰り返され意思決定が困難になるほど所有者等が多数となっている

場合や、借地権等により建物と土地の権利者が違う等の事情により、売却等の処分や管理が円

滑に行われていない場合があります。このような権利関係が複雑化した空家等の問題を解消す

るには高度な専門知識が求められます。そのため、市は所有者等に埼玉県「空き家相談窓口」

（公益財団法人日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部）の紹介を継続する他、より円滑に専門家の

助力が得られる体制の構築に向け検討していきます。

また、市把握済空家等について、権利関係の調査を行うとともに、権利関係が複雑化してい

る空家等の所有者等に対し必要な支援の実施を検討します。
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（７）専門的な相談体制の強化 

空家等の管理または処分には様々な知識が求められますが、空家等の所有者等にとって、法

律や不動産、建築、金融などに関する必要な知識を全て得ることは容易ではありません。その

ため、市は埼玉県「空き家相談窓口」や川口市造園業協会など、個別の空家等に関連する諸問

題に専門的に対応できる窓口を紹介し、速やかに各専門家に相談できる体制を整えています。

併せて、埼玉県空き家対策連絡会議に参加し、建物診断、売却・賃貸、リフォーム、用途転

用、除却、管理代行等の空家等に関する様々な内容の相談体制の強化を検討します。

図 埼玉県「空き家相談窓口」を紹介するリーフレット 
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５.２．所有者不明の空家等の解消 

所有者等が不明の空家等については、管理責任の所在が明確でないことから適切な維持管理

が行われておらず、老朽化が進行し、周囲に与える悪影響が増大する一方です。このことを踏

まえると、所有者不明の空家等は、売却または除却等の処分が望ましい解決策となります。

そのため、市は空家等の所有者等について調査を行い、空家等の所有者等が不明である場合

には、相続財産管理人制度および不在者財産管理人制度（以下「財産管理人制度」という。）の

活用による空家等の解消の可能性や、略式代執行の実施の必要性について検討します。

併せて、所有者不明の空家等の解消方法を研究し、これらを解消する手法の多様化に取り組

みます。

（１）所有者不明の空家等の判断 

市は、空家等の所有者等の特定に努め、所有者不明の空家等かどうかを判断します。

（２）所有者不明の空家等の経過観察 

所有者不明と判断される空家等については、地域と連携しながら経過観察を行うとともに、

所有者不明の空家等の状態について記録することとし、それが放置されている期間および建物

の状態等を客観的に把握することに努めます。

（３）所有者不明の空家等への措置 

所有者不明と判断される空家等については、何らかの措置を講じなければ今後も適切な維持

管理が行われず、状況が改善される見込みはありません。市民の安全で安心な居住環境を確保

するためには、除却または売却等の処分が必要となります。

ア 財産管理人制度の活用 

所有者不明と判断され、かつ特定空家等と認定された空家等に対し、空家等の売却可能性な

どを考慮し、財産管理人制度の活用を検討します。

財産管理人が家庭裁判所により選任された場合は、財産管理人により空家等の売却等による

処分等が行われます。

イ 略式代執行の実施 

所有者不明と判断され、かつ特定空家等と認定された空家等に対し、市は近隣や地域に与え

ている悪影響の程度、緊急性、および市が費用を負担することの正当性等を考慮し、略式代執

行による措置の実施を判断します。

（４）財産管理人制度等の活用実績の蓄積・周知 

所有者不明の空家等について、財産管理人制度については、市だけではなく、空家等によっ

て迷惑を被っている近隣住民等や債権者等の利害関係人であれば利用出来ます。今後、所有者

不明の空家等の問題の解消にあたって、多様な主体による関与が行われれば、解消の促進を図

ることができます。

そのため、市は財産管理人制度の活用実績を蓄積し、事例として広く情報の周知を図ること

で、多様な主体による財産管理人制度の活用を促進します。
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５.３．条件不利空家等の除却および跡地利活用の促進 

条件不利空家等のうち、再建築ができないものは老朽化が進んでおり、また、敷地や建物が

狭いものは市民の居住環境としてふさわしくないため、利活用することが望ましくはない一方、

これらの除却によって他の建物敷地、駐車場、広場等に使える空地が生じることは、市街地環

境の向上につながります。そのため、今後の市街地の居住環境をより良くする観点から、除却

を進めることを原則とします。

除却後の跡地の利活用については、跡地も個人の財産であることから、所有者等の判断を尊

重することを原則とします。

なお、本市の形成時期の古い既成市街地の一部では、建物の密集により条件不利空家等が立

地しており、一方で道路、駐車場、緑地等のための用地が不足しています。このような地域で

は、地域一帯の住環境向上に向けて、近隣の建物の敷地拡大や、不足施設の整備用地への転用・

借用などの跡地の利活用を促進します。また、個別の条件不利空家等の除却などと並行して、

長期的な視点で市街地の再整備の促進に取り組みます。

（１）条件不利空家等に対する除却費用補助 

  利活用することが適当ではない条件不利空家等に対して、速やかな除却を促進するため、築

年数、老朽度合、接道条件等、一定の適用要件を定めたうえで、除却費用の一部を補助するこ

とを検討します。

（２）跡地等を最適に利活用するための地域需要の情報収集 

空家等を除却した跡地について、隣地所有者等への売却、防災的な空地等への利活用を所有

者等に提案していきます。
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５.４．空家等へのその他の対応 

（１）空家等の発生抑制 

旧耐震基準で建築された建物など、住宅としての性能が不十分なことが中古住宅市場での流

通を阻害し、空家等の発生要因となっている場合があります。市は、既存住宅ストックを良質

化し、空家等として放置されることを抑制するため、「川口市既存建築物耐震診断補助金」、「川

口市既存建築物耐震改修等補助金」、および「川口市住宅改修資金助成金」を交付し、住宅の耐

震化等のための費用の一部に対する補助を行っています。

また、今後空家等問題が拡大しないよう、その様々な発生要因に応じた種々の予防策の実施

によって、空家等の発生を未然に防止し、その抑制に努めていきます。

（２）公売による空家等の解消 

空家等対策部局と税務部局との連携を強化し、空家等の所有者等が市税を滞納している場合、

公売による空家等の解消を検討します。

（３）空家等への新たな対応策の情報収集 

市は、不動産市場の流動性の向上を図る「空き家バンク」について導入の必要性の検討を継

続するほか、全国の１，０７３の地方公共団体（平成 30 年 2 月 23 日時点）等から構成される

「全国空き家対策推進協議会」に参加する等、新たな対応策等について情報収集を行い、本市

における有効性等について検討を行っていきます。

（４）空家等の情報管理および実態把握 

市は市内の空家等の状況を把握するため、空家等の情報管理および実態把握を行います。

ア 空家等情報の収集･管理 

市は、近隣住民等からの相談等に基づき現地調査を実施し、空家等と判明した建物について

は、所有者等について固定資産課税台帳や登記簿謄本等により情報を収集し、管理します。

イ 既存の調査結果の更新 

市は空家等の可能性が高い建物 1,662 棟（平成 28 年度現地調査結果）について、地域と連

携しながら必要に応じ経過観察を行うとともに、変化のあった空家等について、情報の更新を

行います。

ウ 本計画の見直し等に合わせた実態調査の実施 

市は本計画の見直し等に合わせ、取り組みの進捗状況等を把握するため、市全域を対象とし

た実態調査を実施します。

エ 空家等情報の庁内共有 

空家等情報については、空家等管理台帳での整理を継続するとともに、今後は地理情報シス

テム（ＧＩＳ）を活用し、関係部局間における情報共有の仕組みの構築を検討します。
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６．空家等に対する法的措置 

（１）特定空家等の認定 

特定空家等について、法では「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空家等」と定義されており、特定空家等の認定にあたっ

ては、この定義に基づき判定することになります。

そのため市では、特定空家等判定に係る調査について、担当課および調査項目等（以下「川

口市特定空家等判定基準等※」という。）を定め、この基準等に基づく調査結果等を判断材料に、

関係部局が構成員となる「川口市空家等対策会議」（以下「対策会議」という。）を開催し、危

険の切迫性や悪影響の程度等を考慮し、特定空家等の認定を行うこととしています。

図 特定空家等の認定のフロー 

※：川口市特定空家等判定基準等については、本計画の資料編Ｐ８に掲載

（２）特定空家等に対する措置 

認定した特定空家等に対して、法では段階を追って「助言又は指導」「勧告」「命令」「代執行」

の措置を取ることができることが規定されており、これらの措置を講ずるかどうかについて、

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」

という。）では「国が示すガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を参考として、各市

町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により特定空家等

に対応することが適当」と示されています。また、ガイドラインでは、まず「周辺の建築物や

通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か」等を判断し、悪影響をもたらすおそれ

があると判断された場合、「現にもたらしている、またはそのまま放置した場合に予見される悪

影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か、またもたらされる危険性について切

迫性が高いか否か」等によって判断することとしています。

市は、ガイドライン等で示された観点を踏まえ、特定空家等の状況に応じどのような措置が

必要か個別に判断して対応します。財産権の制約を伴う不利益処分である「命令」や、「行政代

執行」の実施の前には対策会議を開催し、実施の是非について慎重に協議した上で判断します。

また、法第 14 条第 10 項に定める「必要な措置を命じようとする場合において、過失がなく

てその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」の措置の実施についても対策

会議において判断します。
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立入調査

の実施
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図 特定空家等に対する措置のフロー 
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（３）緊急措置 

  管理不全な空家等の急迫した危険を回避するため、助言・指導および勧告、命令、代執行に

よる措置を講ずる時間的余裕がないと認めるときは、公益性を考慮し、他法令等に基づく必要

最小限の措置について、その適用と実施について検討します。


